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（１） いつ どこで どのように

① 前
学活、ホームルー
ムなど

アンケート調査、教育
相談など

② 前　・　中　・　後 登校日、部活動など
児童生徒の言動、教
育相談、保護者への
連絡、家庭訪問など

③ 前　・　中　・　後 学校、家庭など

兆候が見られた場合、特
定の教職員で抱え込ま
ず、保護者、医療関係等
と連携し、組織的に対応

④ 前
学活、ホームルー
ムなど

学校配付の通信やた
より等に掲載、カード
配付時の指導など

（２） いつ

① 前

② 前　・　中　・　後

③ 前

（３） いつ どこで どのように

　

「児童生徒の自殺予防に係る取組について」平成30年6月8日付け文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知（30初児生第5号）より引用

「児童生徒の自殺予防に係る取組」について

中　・　後

保護者会、学校（学級）通信、メール、
懇談等

保護者会、学校（学級）通信、メール、
懇談等

保護者会、学校（学級）通信、メール、
懇談等

保護者に対する、「２４時間子供ＳＯＳダイヤル」（※
３）等の相談窓口の周知徹底

岐阜県教育委員会　学校安全課

自殺予防に係る具体の取組について

保護者に対する家庭における見守りの依頼

学校における早期発見に向けた取組

学校内外における集中的な見守り活動

　前　・・・　長期休業開始前
　中　・・・　長期休業期間中
　後　・・・　長期休業期間後

どのように

アンケート調査、教育相談等の実施による、悩みを抱
える児童生徒の早期発見

悩みを抱える児童生徒、いじめを受けた児童生徒や
不登校の児童生徒等の様子の継続的な確認

②の児童生徒の心身の状況の変化の有無に注意
自殺企図の兆候（※１）が見られた場合、特定の教職
員で抱え込まず、保護者、医療関係等と連携し、組織
的に対応（※２）。

「ＳＯＳの出し方に関する教育」の実施
・児童生徒に対する「２４時間子供ＳＯＳダイヤル」を
はじめとする相談窓口（※３）の周知徹底

長期休業期間中の児童生徒の家庭における見守り
の依頼

※１、２　・「教師が知っておきたい子どもの自殺予防（平成２１年３月　文部科学省）」参照

※３　　  ・平成３０年４月２６日付け、学安第８４号「電話相談窓口等の紹介について」参照

児童生徒の悩みや変化を把握したら、積極的に学校
に相談できるよう学校相談窓口の周知徹底

学校

教育委員会
等の地方公
共団体

保護者、地域住民、関係機関等と連携
し、学校内外における児童生徒の見守り
強化

学校外における見守り活動については、
学校、警察等関係機関、地域の連携を一
層強化する体制を構築し、取組を実施

地域における見守
り活動等

自殺を企図する可
能性が高い場所


